
令和８年３月

訓練実施機関 各位

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部

求職者支援課長

求職者支援訓練（令和８年７月～９月開講）認定申請のご案内

令和８年度第２四半期（令和８年７月～９月）開講分の求職者支援訓練の認定申請について、下記のと

おり受付を行いますのでご案内します。

記

１ 認定申請の受付に当たっての取扱い

 認定申請の受付に当たっては、当支部においては全体説明会は行わず、個別に関係資料を送付して

います。

申請を予定している訓練実施機関は、３月１３日（金）までに当支部あてメールまたは電話にてご連絡く

ださい。関係資料を送付いたします。

なお、当該日を過ぎてから連絡いただいた場合でも資料を送付しますが、時間を要す場合があります

のであらかじめご了知おきください。

２ 認定申請等スケジュール

別添１「令和８年度第２四半期 求職者支援訓練スケジュール」をご参照ください。認定申請に係る日程は

以下のとおりです。

（１） 認定申請書事前確認期間：令和８年３月１６日（月）～３月３１日（火）

提出予定の認定申請書類について、当支部で事前に確認する期間です。

初めて申請する訓練実施機関は、この期間内に認定申請書の電子ファイル（Excelデータ）をメール

で提出し、必ず事前確認を受けてください。

※１) 令和８年３月末に、認定申請に係る取扱い及び申請様式の改正が予定されています。事前確認

期間中は改正前の様式で作成・提出いただき、改正後に、新様式に差し替えていただくこととなり

ますので、あらかじめご了知おき願います。新様式は、下記３（１）からダウンロードしてください。

（２） 認定申請書受付期間：令和８年４月１日（水）～４月１４日（火）

上記(1)により確認を受けた認定申請書の電子ファイルと、証明書類等添付資料（PDFファイル等）

をメールで提出する期間です。

紙に印刷したものを持参又は郵送で提出することも可能ですが、その場合も別途電子ファイルの提

出をお願いします（持参の場合は、申請担当者へ電話連絡の上、土日祝を除く平日９時～１６時（最終

日１２時）にお越しください）。

（３） 認定申請書補正期間：令和８年４月１５日（水）～４月２１日（火）

審査の過程で不備等が判明した場合に認定申請書の修正や追加資料の提出を依頼します。この期間

内に対応が完了しなかった場合には認定基準を満たすことの判断ができませんので、認定申請書を

返却します。



（４） 本部審査及び愛知労働局審査期間：令和８年４月２３日（木）～５月１２日（火）

機構本部及び愛知労働局が審査する期間です。認定申請書の修正や追加資料等がある場合には、当

支部から連絡いたします。この期間内に対応が完了しなかった場合には認定申請書を返却します。

（５） 審査結果通知予定日：令和８年５月１３日（水）

認定・不認定について、本部から申請者あてに通知書を郵送で送付します。

３  認定申請書の作成について

（１） 認定申請書の作成の際は、機構Webページに掲載の認定申請の詳細（令和７年７月１日以降申請

分)をご確認の上、最新の様式をダウンロードして作成してください。

URL: https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html

※ 令和８年３月現在の内容となります。令和８年３月末に、『認定申請の詳細（令和８年４月１日以降

申請分）』への改正が予定されています。事前確認期間中は改正前の様式で作成・提出いただき、

改正後に新様式をダウンロードして、作成してください。

（２）関係資料等

認定申請書の作成に係る関係資料等は、別添２「関係資料及び掲載ＵＲＬリスト」に記載の機構Ｗｅｂ

サイトでご確認ください。

４ 訓練認定定員について

（１）認定定員

上記１（２）の認定申請書受付開始前に、以下の当支部Webページに掲載予定です。

URL：https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aichi/n23_noukai.htmll

令和８年度は認定上限値（年間で認定可能な定員数）を超える申請が見込まれるため、多様な職業訓

練の受講機会の確保・提供を図る観点から、可能な限り多くの訓練実施機関が認定されるよう、１四

半期における１訓練実施機関の認定申請上限数を、以下のとおりといたします。

（２）選定

認定上限値を超える申請があった場合は選定となります。選定については機構本部Webページに

掲載の「求職者支援訓練の選定方法」でご確認ください。

５ お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（ＪＥＥＤ） 愛知支部 求職者支援課

〒  460-0003 名古屋市中区錦１－１０－１ ＭＩテラス名古屋伏見４Ｆ

ＴＥＬ ０５２－２２１－８７５５

URL https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aichi/

【申請の上限数】

１訓練実施機関当たり、基礎、実践及び分野に限らず、全体で３申請まで。

ｅラーニングコースは１訓練実施機関当たり 1申請まで。

※ ｅラーニングコースを１申請する場合、ｅラーニングコース以外の申請は２申請まで可能です。

https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aichi/n23_noukai.htmll
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aichi/


 

 令和８年度第２半期 求職者支援訓練スケジュール 

 

開講月 ７月 ８月 ９月 

認定申請書 

事前確認期間 
Ｒ８／３／１６（月） ～ Ｒ８／３／３１（火） 

認定申請書 

受付期間 
Ｒ８／４／１（水） ～ Ｒ８／４／１４（火） 

認定申請書 

補正期間 
Ｒ８／４／１５（水） ～ Ｒ８／４／２１（火） 

認定申請書 

本部労働局審査期間 
Ｒ８／４／２３（木） ～ Ｒ８／５／１２（火） 

認定結果 

通知予定日 
Ｒ８／５／１３（水） 

募集開始日 Ｒ８／５／２８（木） Ｒ８／６／２６（金） Ｒ８／７／２７（月） 

募集締切日①(最少開

講人数設定なし) 
Ｒ８／６／１７（水） Ｒ８／７／１７（金） Ｒ８／８／２０（木） 

募集締切日②(最少開

講人数設定あり) 
Ｒ８／６／２５（木） Ｒ８／７／２４（金） Ｒ８／８／２７（木） 

選考日 Ｒ８／７／７（火） Ｒ８／８／４（火） Ｒ８／９／３（木） 

選考結果通知日 Ｒ８／７／１０（金） Ｒ８／８／７（金） Ｒ８／９／８（火） 

訓練開始日 Ｒ８／７／２８（火） Ｒ８／８／２７（木） Ｒ８／９／２５（金） 

ハローワーク 

指定来所日 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

第１回 
9/1 

火 

9/1 

火 

9/4 

金 

9/3 

木 

10/5 

月 

9/29 

火 

10/1 

木 

10/1 

木 

11/2 

月 

10/27 

火 

10/30 

金 

10/29 

木 

第２回 
10/5 

月 

9/29 

火 

10/2 

金 

10/1 

木 

11/2 

月 

11/5 

木 

10/28 

水 

10/29 

木 

12/1 

火 

12/1 

火 

11/27 

金 

11/26 

木 

第３回 
11/2 

月 

11/5 

木 

10/30 

金 

10/29 

木 

12/1 

火 

12/1 

火 

12/2 

水 

12/3 

木 

12/28 

月 

1/5 

火 

1/8 

金 

1/7 

木 

第４回 
12/1 

火 

12/1 

火 

12/4 

金 

12/3 

木 

1/5 

火 

1/5 

火 

1/6 

水 

1/7 

木 

2/2 

火 

1/26 

火 

1/29 

金 

1/28 

木 

第５回 
1/5 

火 

1/5 

火 

1/8 

金 

1/7 

木 

2/2 

火 

2/2 

火 

2/3 

水 

1/28 

木 

3/2 

火 

3/2 

火 

2/26 

金 

3/4 

木 

第６回 
2/2 

火 

2/2 

火 

1/29 

金 

2/4 

木 

3/8 

月 

3/2 

火 

3/3 

水 

3/4 

木 

3/29 

月 

3/30 

火 

3/26 

金 

4/1 

木 

●最少開講人数の設定の有無に応じた募集締切日 
 ・最少開講人数設定なし：募集締切日① 
 ・最少開講人数設定あり：募集締切日② （募集締切日①にプラス１週間程度） 
●指定来所日 
Ａ 基礎コース：原則として月曜日 
Ｂ 実践コース 介護・医療・福祉分野、理美・美容関連分野：原則として火曜日 
Ｃ 実践コース ＩＴ分野、デザイン分野、医療事務分野：原則として水曜日または金曜日 
Ｄ 実践コース 営業・販売・事務分野、その他分野：原則として木曜日 
＊窓口混雑緩和のため、一部の来所日について曜日を調整しています。 

 ＊指定来所日が祝日の場合は、翌開庁日とします。ただし翌開庁日に設定が難しい場合は、指定来所
日の前開庁日とします。 

 

別添１ 別添１ 



 

 関係資料及び掲載ＵＲＬリスト 

 

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 Ｗｅｂサイト 

https://www.jeed.go.jp/index.html 

トップページから、以下 ＞ の順にクリックすると、当該ページに変遷します。 

認

定

関

係 

◆訓練計画の策定から訓練開始までの流れ 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html 

トップページ＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細 

◆求職者支援訓練の認定申請書を提出するに当たっての留意事項 

◆求職者支援訓練の認定基準等について 

◆カリキュラムの作成に当たっての留意事項 

◆求職者支援訓練の選定方法 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html 

トップページ＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細＞令和７
年７月以降に開講する訓練科の申請について 

◆認定申請様式（基礎コース用） Excelファイル 

◆認定申請様式（実践コース用）Excelファイル 

◆認定申請様式（eラーニング用）Excelファイル 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html 

トップページ＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細＞令和７
年７月以降に開講する訓練科の申請について 

◆カリキュラム作成ナビ簡易版 

◆カリキュラム作成ナビ（デジタルブック版） 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/curriculum_navi.html 

トップページ＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細＞カリキュラ
ム作成ナビ 

実

施

関

係 

■受講者の募集・選考・決定の流れ 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/shinsei.html 

トップページ＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細 

■求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項（ 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/ninteikikan.html 

■求職者支援訓練を実施するに当たっての様式・記入例 

https://www.jeed.go.jp/js/shien/ninteikikan.html 

 

◇求職者支援制度について（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyu

shokusha_shien/index.html 

 

◇民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaiha

tsu/minkan_guideline.html 

別添２ 
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